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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両駆動用のバッテリをそれぞれ搭載した複数の車両について、前記車両毎の前記バッ
テリの残容量及び当該バッテリの容量の消費予定に基づいて、充電を行うべき充電スタン
ド及び時間帯を指定して充電のための配車を指示する充電配車スケジュールを設定する制
御装置を備え、
　前記制御装置は、前記バッテリの容量の消費予定を、季節、天気あるいは時間帯の走行
条件、前記車両の装置構成、当該車両の乗務員あるいは走行ルートに基づいて算出する、
　ことを特徴とする充電配車管理サーバ。
【請求項２】
　請求項１に記載の充電配車管理サーバにおいて、
　前記充電スタンドは、充電スタンド管理サーバにより管理されており、
　前記制御装置は、前記充電スタンド管理サーバに対応する充電スタンドの利用状況を前
記充電スタンド管理サーバに通信ネットワークを介して問い合わせ、充電を行うべき充電
スタンド及び時間帯を指定する、
　ことを特徴とする充電配車管理サーバ。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の充電配車管理サーバにおいて、
　前記制御装置は、前記車両が搭載している車載装置に対し、無線通信ネットワークを介
して、充電配車スケジュールを通知することを特徴とする充電配車管理サーバ。
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【請求項４】
　電気車両の車両駆動用のバッテリを充電するバッテリ充電器を有した複数の充電スタン
ドと、
　前記充電スタンドを管理する充電スタンド管理サーバと、
　前記充電スタンド管理サーバと通信ネットワークを介して接続され、前記電気車両を前
記充電スタンドへ充電のために配車する配車指示を行う充電配車管理サーバと、を備え、
　前記充電配車管理サーバは、車両駆動用のバッテリをそれぞれ搭載した複数の電気車両
について、前記電気車両毎の前記バッテリの残容量及び当該バッテリの容量の消費予定に
基づいて、充電を行うべき充電スタンド及び時間帯を指定して充電のための配車を指示す
る充電配車スケジュールを設定し、前記バッテリの容量の消費予定を、季節、天気あるい
は時間帯の走行条件、前記車両の装置構成、当該車両の乗務員あるいは走行ルートに基づ
いて算出する制御装置を備えた、
　ことを特徴とする充電配車管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、充電配車管理サーバ及び充電配車管理システムに係り、特に複数の業務用車
両の充電管理を行うための充電配車管理サーバ及び充電配車管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、動力用のバッテリを搭載し、当該バッテリに充電された電力を使用して走行する
電気自動車に充電を行う充電スタンドが知られている（例えば、特許文献１参照）。
　特許文献１に記載された充電スタンドは、車両バッテリよりも大容量の蓄電器を備え、
当該蓄電器に商用電源からの電力によって充電を行うとともに、蓄電器から放電して車載
バッテリに充電を行わせる。
【０００３】
　ところで、電気自動車のバッテリを充電するのは、ガソリン自動車に比較すれば、時間
がかかるため、充電スタンドがあっても、他の電気自動車が充電中であれば、容易に充電
を行うことができず、電気自動車の運行計画が立てづらいという不具合が生じる。
　上記不具合を解決するために、特許文献２記載の技術は、電気自動車の現在位置周辺に
存在する充電スタンドを抽出し、抽出された充電スタンドの位置および当該充電スタンド
に設置されている充電器の利用可能情報を提供することにより、充電スタンドに到着後、
直ちにまたは所定時間以内に充電を開始できる充電スタンドに関する情報を電気自動車の
ユーザに提供するようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平７－１１５７３２号公報
【特許文献２】特開２００３－２６２５２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記特許文献２記載の技術は、個人ユーザについては、現在の充電スタンド
の利用状況に基づいて待ち時間が少ない充電スタンドを特定することができ、有効である
と考えられるが、タクシー業者、レンタカー業者、カーシェアリング業者などの業務車両
の運行を業とする事業者にとっては、車両の配車管理と充電管理とは表裏一体をなすもの
であり、いずれか一方に比重をおいても、運用がうまくいかなくなってしまう虞があった
。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、複数の車両の運行管理を行う場合であっても、運行管理への
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影響を低減して、充電配車スケジュールを管理することが可能な充電配車管理サーバ及び
充電配車管理システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の第１態様は、車両駆動用のバッテリをそれぞれ搭
載した複数の車両について、前記車両毎の前記バッテリの残容量及び当該バッテリの容量
の消費予定に基づいて、充電を行うべき充電スタンド及び時間帯を指定して充電のための
配車を指示する充電配車スケジュールを設定する制御装置を備え、前記制御装置は、前記
バッテリの容量の消費予定を、季節、天気あるいは時間帯の走行条件、前記車両の装置構
成、当該車両の乗務員あるいは走行ルートに基づいて算出する、ことを特徴としている。
　上記構成によれば、制御装置は、車両毎のバッテリの残容量及びバッテリの容量の消費
予定に基づいて、充電を行うべき充電スタンド及び時間帯を指定して充電のための配車を
指示する充電配車スケジュールを設定するので、設定される充電配車スケジュールは、バ
ッテリの容量の消費予定に対応する最適なタイミングに沿ったものとなる。
　また、上記構成によれば、制御装置は、季節、天気あるいは時間帯の走行条件、前記車
両の装置構成、当該車両の乗務員あるいは走行ルートに基づいて算出するので、より正確
にバッテリの容量の消費予定を算出でき、ひいては、設定される充電スタンドへの配車ス
ケジュールは、より最適なタイミングに設定されることとなる。
【００１１】
　本発明の第２態様は、第１態様において、前記充電スタンドは、充電スタンド管理サー
バにより管理されており、前記制御装置は、前記充電スタンド管理サーバに対応する充電
スタンドの利用状況を前記充電スタンド管理サーバに通信ネットワークを介して問い合わ
せ、充電を行うべき充電スタンド及び時間帯を指定する、ことを特徴としている。
　上記構成によれば、充電スタンドへの配車スケジュールの設定に際しては、充電スタン
ドの充電配車スケジュールを考慮した確実なものとすることができる。
【００１３】
　本発明の第３態様は、第１態様又は第２態様において、前記制御装置は、前記車両が搭
載している車載装置に対し、無線通信ネットワークを介して、充電配車スケジュールを通
知することを特徴としている。
　上記構成によれば、制御装置は、車両が搭載している車載装置に対し、生成した無線通
信ネットワークを介して、充電配車スケジュールを通知するので、各車両の運転手は、充
電配車スケジュールに沿って充電を容易、かつ、確実に行うことができる。
【００１４】
　本発明の第４態様は、電気車両の車両駆動用のバッテリを充電するバッテリ充電器を有
した複数の充電スタンドと、前記充電スタンドを管理する充電スタンド管理サーバと、前
記充電スタンド管理サーバと通信ネットワークを介して接続され、前記電気車両を前記充
電スタンドへ充電のために配車する配車指示を行う充電配車管理サーバと、を備え、前記
充電配車管理サーバは、車両駆動用のバッテリをそれぞれ搭載した複数の電気車両につい
て、前記電気車両毎の前記バッテリの残容量及び当該バッテリの容量の消費予定に基づい
て、充電を行うべき充電スタンド及び時間帯を指定して充電のための配車を指示する充電
配車スケジュールを設定し、前記バッテリの容量の消費予定を、季節、天気あるいは時間
帯の走行条件、前記車両の装置構成、当該車両の乗務員あるいは走行ルートに基づいて算
出する制御装置を備えた、ことを特徴としている。
                                                                                
【００１５】
　上記構成によれば、充電スタンド管理サーバは、充電スタンドを管理する。
　一方、充電配車管理サーバは、充電スタンド管理サーバと通信ネットワークを介して接
続され、電気車両を充電スタンドへ充電のために配車する充電配車スケジュールの管理を
行うに際し、制御装置は、電気車両毎のバッテリの残容量及び当該バッテリの容量の消費
予定に基づいて、充電を行うべき充電スタンド及び時間帯を指定して充電のための配車を
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指示する充電配車スケジュールを設定する。
　したがって、バッテリの残容量及び当該バッテリの容量の消費予定に基づいて電気車両
毎に充電を行うべき充電スタンド及び時間帯を指定した充電配車スケジュールを設定する
ので、設定される充電配車スケジュールは、バッテリの容量の消費予定に対応する最適な
タイミングに沿ったものとなる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、設定される充電配車スケジュールは、バッテリの容量の消費予定に対
応する最適なタイミングに沿ったものとなり、車両運行と充電との両立を図った、効率的
な充電配車スケジュール管理が行えるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】車両運行管理システムの概要構成ブロック図である。
【図２】充電配車管理サーバの概要構成ブロック図である。
【図３】データベースの説明図である。
【図４】乗務データベースのデータフォーマットの説明図である。
【図５】車両電費データベースのデータフォーマットの説明図である。
【図６】乗務員電費データベースのデータフォーマットの説明図である。
【図７】ルート情報データベースのデータフォーマットの説明図である。
【図８】充電スタンドの概要構成ブロック図である。
【図９】充電スタンド管理サーバの概要構成ブロック図である。
【図１０】ユーザデータベースのデータフォーマットの説明図である。
【図１１】課金データベースのデータフォーマットの説明図である。
【図１２】利用データベースのデータフォーマットの説明図である。
【図１３】車載機器の概要構成ブロック図である。
【図１４】充電配車管理処理のフローチャートである。
【図１５】充電配車スケジュール作成処理のフローチャートである。
【図１６】充電配車スケジュール設定処理のフローチャートである。
【図１７】走行可能距離算出処理の処理フローチャートである。
【図１８】充電予約のシーケンスフローチャートである。
【図１９】充電スタンドの指定の説明図である。
【図２０】充電スタンド管理サーバの予約処理の処理フローチャートである。
【図２１】予測充電時間算出処理の処理フローチャートである。
【図２２】充電配車スケジュールの作成例の説明図である。
【図２３】充電配車スケジュール更新処理の処理フローチャートである。
【図２４】充電配車スケジュールの変更処理の説明図である。
【図２５】充電配車スケジュールの変更処理［新規予約］の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　次に図面を参照して本発明の好適な実施形態について説明する。
　図１は、車両運行管理システムの概要構成ブロック図である。
　充電配車スケジュール管理システム１０は、大別すると、複数の業務車両ＭＶ（例えば
、タクシー）の充電配車を行う充電配車管理システム１１と、充電配車管理システム１１
と接続され、オペレータにより運行スケジュール、業務車両の充電配車以外の配車（業務
配車）の管理および乗務員の勤務スケジュール管理などの運行スケジュール管理を行う運
行管理端末１３と、充電配車管理システム１１とインターネット１２を含む通信ネットワ
ークを介して接続された複数の充電スタンド管理システム１４－１、１４－２と、を備え
ている。
【００１９】
　充電配車管理システム１１は、複数の充電スタンド管理システム１４－１、１４－２と
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連携して、各充電スタンド管理システム１４－１、１４－２のそれぞれの管理下にある充
電スタンドへ自己が管理している業務車両ＭＶを向かわせて、当該充電スタンドにおいて
、充電を行うように充電配車を管理している。この場合において、充電スタンドにおいて
充電する車両の充電以外の他の運行にできる限り影響を与えないような時間帯に充電を行
えるように充電スタンド管理システム１４－１、１４－２と調整を図って運行管理を行っ
ている。
【００２０】
　充電配車管理システム１１は、大別すると、無線通信装置２１及びインターネット１２
に接続されるとともに、充電配車スケジュールの管理を行う充電配車管理サーバ２３と、
を備えている。
　この場合に、無線通信装置２１は、無線通信機能を有する業務車両ＭＶに搭載された車
載機器２２と無線通信を行って、充電配車スケジュールを車載機器２２に通知したり、業
務車両ＭＶに対し、運行管理端末１３から充電配車管理サーバ２３を介して入力される乗
務配車スケジュールを受信して、乗務員に乗務配車先の情報（地図、名称等）を通知した
りする。
　一方、車載機器２２は、図示しないＧＰＳレシーバにより取得した自車両位置に基づい
て業務車両ＭＶの実際の運行状況を表す運行状況データを、無線通信装置２１を介して、
充電配車管理サーバ２３あるいは運行管理端末１３に通知する。
【００２１】
　図２は、充電配車管理サーバの概要構成ブロック図である。
　充電配車管理サーバ２３は、パーソナルコンピュータと同様に構成されており、充電配
車管理サーバ２３を中枢的に制御するＭＰＵ４１と、ＭＰＵ４１が動作するためのプログ
ラムなどを記憶しているＲＯＭ４２と、各種データを一時的に記憶するワークテーブルと
してのＲＡＭ４３と、データ入力などを行うためのキーボード４４と、各種情報を表示す
るディスプレイ４５と、各種外部機器との間のインタフェース動作を行うインタフェース
部４６と、後述する各種データベースなどのデータを記憶するハードディスクドライブ装
置などの外部記憶装置４７と、各種情報をプリントアウトするプリンタ４８と、無線通信
装置２１及びインターネット１２に所定の通信プロトコルで接続される通信インタフェー
ス部４９と、を備えている。
【００２２】
　ここで、外部記憶装置４７に記憶されている各種データベースについて説明する。
　図３は、データベースの説明図である。
　外部記憶装置４７に記憶されているデータベースとしては、運行管理端末１３から取得
した乗務員に関する情報および乗務スケジュール、車両の運行状況などを記憶する乗務デ
ータベース（ＤＢ）５１と、車両毎の単位バッテリ容量あたりの走行可能距離（電費）を
記憶する車両電費データベース（ＤＢ）５２と、乗務員毎の単位バッテリ容量あたりの走
行可能距離（電費）を記憶する乗務員電費データベース（ＤＢ）５３と、設定された走行
ルートにおいて消費バッテリ容量を算出するための各種情報が格納されたルート情報デー
タベース（ＤＢ）５４と、が記憶されている。
　ここで、ルート情報データベース５４としては、例えば、途中に交叉点などの分岐点を
含まず、その両端が分岐点である道路、あるいは、途中に交叉点などの分岐点を含まず、
その一端が分岐点であり、他端が行き止まりである道路である単位道路毎、かつ、積載重
量（乗員を含む）、時間帯（昼間、夜間等）、季節（エアコンの利用の有無など）、天候
（ワイパーの使用の有無など）毎に消費バッテリ容量を記憶している。
　この場合において、一の単位道路について、平地に設けられた道路のように、第１の方
向（例えば、上り方向）に車両を走行させた場合と、第２の方向（例えば、下り方向）に
車両を走行させた場合とで、消費バッテリ容量に実質的な差がない場合には、消費バッテ
リ容量を当該単位道路について一組記憶しているが、山間路や坂などのように走行方向で
大きく消費バッテリ容量が変わる場合には、走行方向に応じて二組の消費バッテリ容量を
記憶している。
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【００２３】
　図４は、乗務データベースのデータフォーマットの説明図である。
　乗務データベース５１は、乗務員名あるいは乗務員名に対応する乗務員コードを格納し
た乗務員名テーブル５１Ａ、乗務スケジュールの基本パターンを格納した基本乗務スケジ
ュールテーブル５１Ｂ、乗務スケジュールの基本パターンをモディファイした乗務スケジ
ュールを格納した乗務スケジュールテーブル５１Ｃと、配車情報を含む車両の運行状況を
随時格納する運行状況テーブル５１Ｄと、を備えている。
【００２４】
　図５は、車両電費データベースのデータフォーマットの説明図である。
　車両電費データベース５２は、車種名あるいは車種に対応する車種コードを格納した車
種名テーブル５２Ａと、単位バッテリ容量あたりの走行可能距離（電費）を道路の種類（
一般道路あるいは高速道路）、道路の状態（平坦路、下り坂、上り坂、山間路など）、車
両状態（エアコン使用の有無、ヘッドライト点灯の有無、ワイパー使用の有無、ＣＤプレ
ーヤなどの車載アクセサリ機器の使用の有無）、積載重量（乗員を含む）、時間帯（渋滞
時間帯、バス優先レーン設定時間帯、特定道路の通行禁止時間帯など）、などの走行条件
に対応づけて格納した車両電費テーブル５２Ｂと、満充電時に走行可能な最大巡航距離を
格納した最大巡航距離テーブル５３と、を備えている。
【００２５】
　図６は、乗務員電費データベースのデータフォーマットの説明図である。
　乗務員電費データベース５３は、乗務員名あるいは乗務員名に対応する乗務員コードを
格納した乗務員名テーブル５３Ａと、当該乗務員における単位バッテリ容量あたりの走行
可能距離（電費）を道路の種類（一般道路あるいは高速道路）、道路の状態（平坦路、下
り坂、上り坂、山間路など）、車両状態（エアコン使用の有無、ワイパー使用の有無、Ｃ
Ｄプレーヤなどの車載アクセサリ機器の使用の有無）などの走行条件に対応づけて格納し
た乗務員電費テーブル５３Ｂと、を備えている。
【００２６】
　図７は、ルート情報データベースのデータフォーマットの説明図である。
　ルート情報データベース５４は、道路をノード及びリンクで表した場合に、ノードを特
定するノード特定テーブル５４Ａと、道路の種類（一般道路あるいは高速道路）あるいは
道路の状態（平坦路、下り坂、上り坂、山間路など）を格納するルート情報テーブル５４
Ｂと、を備えている。
　この場合において、ルート情報テーブル５４Ｂは、同一のリンク（道路あるいは経路）
であっても、車両の進行方向により電費が異なるような条件下（例えば、同一の坂を登っ
ている場合と、下っている場合等）においては、進行方向毎に道路の状態に対応するルー
ト情報を格納している。すなわち、二つのノードＮＡ、ＮＢ間を結ぶリンクに対して、車
両がノードＮＡからノードＮＢに向かう場合と、車両がノードＮＢからノードＮＡに向か
う場合とで、異なるルート情報を格納している。
【００２７】
　次に、充電スタンド管理システムについて説明する。
　充電スタンド管理システム１４－１は、図１に示すように、充電スタンド管理サーバ２
４－１と、充電スタンド管理サーバ２４－１とインターネット１２を介して接続され、充
電スタンド管理サーバ２４－１の管理下で実際の充電を行う充電スタンド１５－１Ａ～１
５－１Ｃを備えている。
　同様に、充電スタンド管理システム１４－２は、充電スタンド管理サーバ２４－２と、
充電スタンド管理サーバ２４－２とインターネット１２を介して接続され、充電スタンド
管理サーバ２４－２の管理下で実際の充電を行う充電スタンド１５－２Ａ～１５－２Ｃを
備えている。
【００２８】
　図８は、充電スタンドの概要構成ブロック図である。
　ここで、充電スタンド１５－１Ａ～１５－１Ｃ、１５－２Ａ～１５－２Ｃは、同一構成
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であるので、充電スタンド１５－１Ａを例として説明する。
　充電スタンド１５－１Ａは、充電時に電気車両（主として動力用バッテリ）に接続され
て電力を供給する複数台の充電コネクタ（給電コネクタ）３０を有するとともに、コント
ローラ３１、操作パネル３２およびディスプレイ３３を内蔵した充電器３４を一または複
数（図８の例では３台）備えている。
　ここで、充電コネクタ３０としては、ロックアーム、ロックレバー、リリースレバーな
どのロック機構付きの銃型コネクタや、家庭用コンセント用コネクタに近い形状を有する
コネクタなどの複数種類が存在する。
【００２９】
　コントローラ３１は、通信インタフェースを有するマイクロコンピュータとして構成さ
れており、インターネット１２を介した通信を行う通信機能と、充電開始タイミング、充
電終了タイミング、充電電力量あるいは充電器の故障状態を検出する状態検出機能と、充
電時のユーザ認証を行うユーザ認証機能と、を備え、状態検出機能により検出した状態お
よびユーザ認証機能により得られたユーザ認証情報を通信機能により充電スタンド管理サ
ーバ２４－１、２４－２に通知することとなっている。
　ここで、状態検出機能は、充電コネクタ３０の接続状態、図示しない電力量計の計測状
態あるいは充電器３４の各部に設けられた図示しない各種センサ（電圧センサ、電流セン
サ、短絡センサなど）による検出状態に基づいて実現される。
　また、ユーザ認証機能は、非接触型ＩＣカードや携帯電話端末の通信機能などを用いて
得られたユーザ認証情報（例えば、電話回線網から送られる電話番号情報、ユーザが入力
したパスワード情報など）を用いて実現される。
【００３０】
　図９は、充電スタンド管理サーバの概要構成ブロック図である。
　ここで、充電スタンド管理サーバ２４－１、２４－２は、同一構成であるので、充電ス
タンド管理サーバ２４－１を例として説明する。
　充電スタンド管理サーバ２４－１は、図９に示すように、ユーザ情報を格納したユーザ
データベース（ＤＢ）３５、課金情報を格納した課金データベース（ＤＢ）３６、充電ス
タンド１５－１Ａ～１５－１Ｃ、１５－２Ａ～１５－２Ｃの各ユーザの利用に関するデー
タを格納した利用データベース（ＤＢ）３７、充電スタンド１５－１Ａ～１５－１Ｃ、１
５－２Ａ～１５－２Ｃの管理を行う充電スタンド管理処理部３８および充電スタンド情報
表示処理を行う充電スタンド情報表示処理部３９を備えており、各部はバスにより接続さ
れている。
【００３１】
　図１０は、ユーザデータベースのデータフォーマットの説明図である。
　ユーザデータベース３５は、充電スタンド１５－１Ａ～１５－１Ｃ、１５－２Ａ～１５
－２Ｃを利用するユーザ（個人あるいは法人）に関する情報が格納されており、ユーザを
特定するためのユーザＩＤデータが格納されたユーザＩＤテーブル３５Ａと、ユーザ認証
を行うための認証情報データが格納された認証情報テーブル３５Ｂと、ユーザの車種に基
づいて充電対象のバッテリ、バッテリの充電方法（充電電圧、充電電流、充電方式など）
を特定するための車種データが格納された車種テーブル３５Ｃと、過去の充電履歴を表す
充電履歴データが格納された充電履歴テーブル３５Ｄと、を備えている。
【００３２】
　ここで、充電履歴テーブル３５Ｄは、充電開始時のバッテリの残存容量を表す初期残存
量データが格納された初期残容量テーブル、充電に要した時間を表す充電時間データが格
納された充電時間テーブル、充電を行った日付を表す充電日データが格納された充電日デ
ータテーブル及び充電開始時刻を表す充電開始時刻データが格納された充電開始時刻テー
ブルを備えている。
　この場合において、初期残存量データとしては、バッテリの初期電圧などが用いられる
。また、充電時間データに代えて、充電完了時刻データを記憶することにより、充電開始
時刻データおよび充電完了時刻データに基づいて充電時間をその都度算出するようにして
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も良い。
【００３３】
　図１１は、課金データベースのデータフォーマットの説明図である。
　本実施形態においては、充電料金の徴収を銀行口座からの引き落とし、クレジットカー
ドによる決済、請求書の発行に伴う銀行振り込みなどにより課金を行っており、課金デー
タを収集する必要があるので、充電スタンド管理サーバ２４－１においては、課金データ
ベース３６を構築している。
　課金データベース３６は、ユーザを特定するためのユーザＩＤデータが格納されたユー
ザＩＤテーブル３６Ａ、充電スタンド１５－１Ａ～１５－１Ｃを利用した日時を表す利用
日時データが格納された利用日時テーブル３６Ｂ、利用した充電スタンド１５－１Ａ～１
５－１Ｃを特定するための利用充電スタンドデータが格納された利用充電スタンドテーブ
ル３６Ｃ、課金データが格納された課金テーブル３６Ｄと、を備えている。
【００３４】
　ここで、課金テーブル３６Ｄには、充電に利用した電力量を表す利用電力量データが格
納された利用電力量フィールド３６Ｄ１と、利用時点における電力単価を表す電力単価デ
ータが格納された電力単価フィールド３６Ｄ２と、利用電力量と電力単価との積の値とな
る利用料データが格納された利用料フィールド３６Ｄ３と、当該ユーザの課金区分データ
が格納された課金区分フィールド３６Ｄ４と、を備えている。
　ここで、電力単価が時期により異なる場合には、利用電力量フィールド３６Ｄ１に格納
される利用電力量データおよび電力単価フィールド３６Ｄ２に格納される電力単価データ
は、時期毎に区別して複数格納される。
　なお、引き落とし口座などの実際の課金に必要な情報については、従前と同様の方法に
より、別途保持している。
　したがって、利用料フィールド３６Ｄ３に格納された利用量データに基づいて課金額を
算出して引き落としなどを行うとともに、各ユーザに対し毎月利用報告書兼請求書を郵送
し、あるいは図示しないインターネットのサイトにおいて各ユーザがアクセス可能な状態
で公開するようになっている。
【００３５】
　図１２は、利用データベースのデータフォーマットの説明図である。
　利用データベース３７は、複数のデータベースから構成されており、充電スタンドの所
在地、充電器の設置台数、営業時間、営業日などのスタンド情報および充電スタンド毎（
さらには、充電器毎）の充電配車スケジュールが格納されたスタンド情報データベース（
ＤＢ）３７Ａと、車種毎の１回の充電に要した充電平均時間が、一日の時間帯毎、曜日毎
、月毎、季節毎等に格納された車種充電情報データベース（ＤＢ）３７Ｂと、各充電スタ
ンドの時間帯毎の充電平均時間等の時間帯利用情報が格納された時間帯利用統計データベ
ース（ＤＢ）３７Ｃと、登録ユーザの利用状況の統計データを格納した利用統計データベ
ース３７Ｄと、を備えている。
【００３６】
　ここで、利用統計データベース３７Ｄには、各登録ユーザについて、一日の時間帯毎、
曜日毎、月毎、季節毎、充電スタンド毎等の充電平均時間のデータ（平均時間および標準
偏差）が格納されており、予測充電時間が充電平均時間よりも大幅にずれる場合には、充
電平均時間に近づくように補正を行い、更新するようにしている。
【００３７】
　図１３は、車載機器の概要構成ブロック図である。
　次に車載機器２２の構成について説明する。
　車載機器２２は、ＧＰＳ衛星からの測位用電波を受信して自車両位置を検出するＧＰＳ
ユニット２２Ａと、無線通信装置２１との間で通信を行う無線通信ユニット２２Ｂと、ド
ライバーである乗務員が各種操作を行うための操作部２２Ｃと、音声による無線通信を行
うためのハンディマイク２２Ｄと、ナビゲーション画面、充電配車時刻や充電スタンド情
報等の各種情報を表示するためのディスプレイ２２Ｅと、車載バッテリＢＴの残容量を検
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出する容量検出部２２Ｆを備え、車載装置全体を中枢的に制御するコントローラ２２Ｇと
、を備えている。
　ここで、容量検出部２２Ｆは、車載バッテリＢＴの電圧に基づいて、残容量を検出して
いる。
【００３８】
　次に、充電配車管理サーバにおける充電配車管理処理について説明する。
　図１４は、充電配車管理処理のフローチャートである。
　まず、充電配車管理処理の概要的な流れを説明する。
　充電配車管理処理において、まず充電配車管理サーバ２３は、運行管理端末１３が運行
管理を行っている全ての業務車両ＭＶについての充電配車スケジュールを作成する（ステ
ップＳ１１）。
【００３９】
　次に運行管理端末１３において、配車受付を行ったか否かを判別する（ステップＳ１２
）。
　ステップＳ１２の判別において、配車受付を行っていない場合には（ステップＳ１２；
Ｎｏ）、待機状態となる。
　ステップＳ１２の判別において、配車受付が行われた場合には（ステップＳ１２；Ｙｅ
ｓ）、配車に伴う業務車両ＭＶの運行により予定していた充電配車の時間帯に充電を行え
なくなるなどの状況が発生した場合など必要に応じて充電配車スケジュールを更新する（
ステップＳ１３）。
【００４０】
　続いて、充電配車管理サーバ２３は、業務車両ＭＶの実際の運行状況において、バッテ
リ残量の低下や、遠距離配車予定などが発生して、充電配車スケジュールの変更が必要と
なったか否かを判別する（ステップＳ１４）。
　ステップＳ１４の判別において、充電配車スケジュールの変更が必要でない場合には（
ステップＳ１４；Ｎｏ）、再び処理をステップＳ１２に移行して、以下同様の処理を行う
。
　一方、ステップＳ１４の判別において、充電配車スケジュールの変更が必要となった場
合には（ステップＳ１４；Ｙｅｓ）、充電配車スケジュールを変更し（ステップＳ１５）
、変更後、再び処理をステップＳ１２に移行して、以下同様の処理を行う。
　これらの結果、本実施形態によれば、業務車両の運行をできる限り妨げることなく、充
電を行うことができる。
【００４１】
　以下、充電配車管理処理の詳細について説明する。
　図１５は、充電配車スケジュール作成処理のフローチャートである。
　充電配車管理処理のステップＳ１１における充電配車スケジュール作成処理においては
、充電配車管理サーバ２３は、運行管理端末１３から当日の乗務スケジュールを取得して
乗務ＤＢ５１に格納する（ステップＳ２１）。
　続いて、充電配車管理サーバ２３は、取得した乗務スケジュールに基づいて、乗務員の
勤務予定、車両状況（運行中、点検中等）に応じた、運行の空き時間や、乗務員の休憩時
間を考慮して充電配車スケジュールを作成する（ステップＳ２２）。
【００４２】
　具体的には、当日の乗務スケジュールを参照し、充電スタンド管理サーバ２４－１、２
４－２に問い合わせを行い、可能な限り各業務車両ＭＶの乗務員が休憩をとるであろうと
予測される時間帯に充電が行えるように、充電スタンド管理サーバ２４－１、２４－２に
対して充電予約を行って、充電配車スケジュールを作成することとなる。
【００４３】
　図１６は、充電配車スケジュール設定処理のフローチャートである。
　まず、充電配車管理サーバ２３は、無線通信装置２１を介して業務車両ＭＶの車載機器
２２からバッテリ残容量及び位置情報を取得する（ステップＳ３１）。
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　次に取得したバッテリ残容量に基づいて走行可能距離を算出する（ステップＳ３２）。
【００４４】
　図１７は、走行可能距離算出処理の処理フローチャートである。
　まず、充電配車管理サーバ２３は、車両電費データベース５２を参照して、当該業務車
両の単位バッテリ容量あたりの走行可能距離（電費）を道路の種類（一般道路あるいは高
速道路）、道路の状態（平坦路、下り坂、上り坂、山間路など）、車両状態（エアコン使
用の有無、ワイパー使用の有無、ＣＤプレーヤなどの車載アクセサリ機器の使用の有無）
などの走行条件に対応づけて格納した車両電費テーブル５２Ｂを読み出す（ステップＳ４
１）。
【００４５】
　続いて充電配車管理サーバ２３は、乗務員電費データベース５３を参照して、当該乗務
員における単位バッテリ容量あたりの走行可能距離（電費）を道路の種類（一般道路ある
いは高速道路）、道路の状態（平坦路、下り坂、上り坂、山間路など）、車両状態（エア
コン使用の有無、ワイパー使用の有無、ＣＤプレーヤなどの車載アクセサリ機器の使用の
有無）などの走行条件に対応づけて格納した乗務員電費テーブル５３Ｂを読み出す（ステ
ップＳ４２）。
　続いて充電配車管理サーバ２３は、ルート情報ＤＢ５４を参照して通常業務における平
均的な道路条件を含む平均走行ルートを適宜設定し、車両電費テーブル５２Ｂのデータお
よび乗務員電費テーブル５３Ｂのデータを参酌して当該ルートの電費を算出する（ステッ
プＳ４３）。すなわち、業務車両ＭＶに当該乗務員が搭乗した場合の平均電費を算出する
こととなる。
【００４６】
　これにより、現在の電池残量から、平均走行ルートを走行した場合の走行可能距離を算
出し（ステップＳ４４）、処理をステップＳ３３（図１６参照）に移行する。
　続いて充電配車管理サーバ２３は、乗務員であるドライバーの勤務時間を取得する（ス
テップＳ３３）。
　次に充電配車管理サーバ２３は、全車両ＭＶについて走行可能距離の算出および乗務員
勤務時間の取得処理が完了したか否かを判別する（ステップＳ３３）。
　ステップＳ３３の判別において、いまだ全車両ＭＶについて走行可能距離の算出および
乗務員勤務時間の取得処理が完了していない場合には（ステップＳ３３；Ｎｏ）、再び処
理をステップＳ３１に移行し、以下同様の処理を全車両ＭＶについて走行可能距離の算出
および乗務員勤務時間の取得処理が完了するまで繰り返す。
【００４７】
　一方、ステップＳ３３の判別において、全業務車両ＭＶについて走行可能距離の算出お
よび乗務員勤務時間の取得処理が完了した場合には（ステップＳ３３；Ｙｅｓ）、全業務
車両について、いずれの業務車両が優先して充電を行わなければならないかを表す充電優
先順位を算出する（ステップＳ３５）。
　この充電優先順位は、よりバッテリ残容量が少ない業務車両ＭＶ、より長距離走行の必
要がある業務車両ＭＶが優先され、同一のバッテリ残容量あるいは走行予定距離の業務車
両である場合には、積載人員あるいは積載貨物量がより多いと想定される業務車両ＭＶが
優先され、エアコンやワイパーの利用が想定される地域に向かうと想定される業務車両Ｍ
Ｖが優先されて、これらの業務車両ＭＶの充電優先順位が高く設定されることとなる。
　そして、充電配車管理サーバは、充電優先順位の高い業務車両を優先して、充電スタン
ドの予約を行うこととなる（ステップＳ３６）。
【００４８】
　ここで、充電スタンドの予約処理について説明する。
　図１８は、充電予約のシーケンスフローチャートである。
　図１８においては、充電配車管理サーバ２３が、充電スタンド管理サーバ２４－１に対
して充電予約を行う場合を例として説明する。
　まず、充電配車管理サーバ２３は、インターネット１２を介して充電スタンド管埋サー
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バ２４－１にログイン要求を行う（ステップＳ５１）。
【００４９】
　この場合において、ログイン要求は、予め発行されたユーザＩＤを用いる。ここで、充
電スタンド管埋サーバ２４－１側では、ユーザＩＤの他、充電配車管理サーバ２３の電子
署名などを用いてユーザ認証のための情報としている。
　ログインが完了すると、充電スタンド管埋サーバ２４－１は、ログイン完了応答を行い
（ステップＳ５２）。
　これにより、充電配車管理サーバ２３は、予約設定処理を行う（ステップＳ５３）。
　具体的には、充電配車管理サーバ２３は、各業務車両ＭＶのバッテリ残容量が必要以上
に低下する前に充電が行えるように、ステップＳ３５において算出した充電優先順位が高
い順に早い時間に充電予約ができるように予約設定処理を行う。
【００５０】
　すなわち、予約設定処理においては、予約を希望する充電スタンド（あるいは充電スタ
ンド群）、予約希望日時（時間帯）、予約対象の車両を特定する情報、充電時間、業務車
両数などが設定される。この場合において、充電スタンドの指定は、第１希望充電スタン
ド、第２希望充電スタンドのように複数の希望を複数の地域にわたるものとしたりするこ
とも可能である。
【００５１】
　図１９は、充電スタンドの指定の説明図である。
　充電配車管理サーバ２３が配置されている営業所６０において業務車両ＭＶを運行させ
る業務エリアをＡＲとし、充電スタンド管理サーバ２４－１の管理下にある充電スタンド
１５－１Ａ～１５－１Ｃ及び充電スタンド管理サーバ２４－２の管理下にある充電スタン
ド１５－２Ａ～１５－２Ｃのうち、充電スタンド１５－２Ａ、１５－２Ｂが業務エリアＡ
Ｒ内に位置したとする場合には、充電配車管理サーバ２３は、充電対象の業務車両ＭＶが
営業所６０に位置している場合には、営業所６０から充電スタンド１５－１Ａまでの道程
Ｒ１、充電スタンド１５－１Ｂまでの道程Ｒ２、充電スタンド１５－２Ａまでの道程Ｒ３
、充電スタンド１５－２Ｂまでの道程Ｒ４を比較し、例えば、
　　　　Ｒ１＜Ｒ３＜Ｒ４＜Ｒ２
である場合には、第１希望充電スタンドを充電スタンド１５－１Ａとし、第２希望充電ス
タンドを充電スタンド１５－２Ａとする。
【００５２】
　この場合に原則的には、充電配車管理サーバ２３は、業務エリアをＡＲ内で充電可能な
充電スタンドを探すこととなるが、業務エリアをＡＲ内で電可能な充電スタンドが充電時
間帯などの観点から見つからない場合には、できる限り現在の業務車両ＭＶの位置に近い
充電スタンドを既望充電スタンドに設定することとなる。
　また、予約対象の車両を特定する情報については、全ての業務車両ＭＶで共通とするこ
とも可能である。これにより、充電予約後に実際に予約した充電スタンドへ向かう業務車
両ＭＶを充電配車管理サーバ２３側で容易に変更することが可能となる。
【００５３】
　そして、この予約設定処理により、予約要求内容が確定し、受付要求が充電スタンド管
埋サーバ２４－１側に送信されることとなる（ステップＳ５４）。
　これにより、充電スタンド管理サーバ２４は、予約処理に処理を移行する（ステップＳ
５５）。
【００５４】
　図２０は、充電スタンド管理サーバの予約処理の処理フローチャートである。
　予約要求を受信した充電スタンド管理サーバ２４－１は、当該予約要求に対応する予約
対象の充電スタンド１４－１Ａ～１４－１Ｃ（あるいは、当該充電スタンド１４－１Ａ～
１４－１Ｃの充電器３４毎）の充電スタンドスケジュールを対応するスタンド情報データ
ベースから取得する（ステップＳ６１）。
　続いて充電スタンド管理サーバ２４－１は、取得した予約対象の充電スタンド１４－１
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Ａ～１４－１Ｃの充電スタンドスケジュールに基づいて、予約希望日時以前に予約がある
か否かを判別する（ステップＳ６２）。
【００５５】
　ステップＳ６２の判別において、予約がある場合には（ステップＳ６２；Ｙｅｓ）、当
該予約要求に対応する予約について充電配車管理サーバ２３が充電時間を指定しているか
否かを判別する（ステップＳ６３）。
　ステップＳ３３の判別において、充電配車管理サーバ２３が充電時間を指定している場
合には（ステップＳ６３；Ｙｅｓ）、処理をステップＳ６５に移行する。
　ステップＳ６３の判別において、充電配車管理サーバ２３が充電時間を指定していない
場合には（ステップＳ６３；Ｎｏ）、予測充電時間を算出する予測充電時間算出処理を行
う（ステップＳ６４）。
【００５６】
　ここで、予測充電時間算出処理について説明する。
　図２１は、予測充電時間算出処理の処理フローチャートである。
　まず、充電スタンド管理サーバ２４－１は、ユーザ登録がある充電配車管理サーバ２３
の予約であるか否かを判別する（ステップＳ７５）。
　ステップＳ７５の判別において、当該充電配車管理サーバ２３のユーザ登録がなされて
いる場合には（ステップＳ７５；Ｙｅｓ）、予約対象の車両を特定する情報に基づく車種
による充電時間算出を行う（ステップＳ７６）。
　具体的には、充電スタンド管理サーバ２４－１は、予め記憶していたユーザデータベー
スを参照して、充電配車管理サーバ２３が予約して充電しようとしている車両に搭載され
ている車載バッテリの容量、種別、個数などを把握する。
　これらの情報は、通常、車種（グレード、仕様）が定まれば、搭載しているバッテリの
容量、種別、個数は定まるため、車種により判断することとなる。
【００５７】
　ところで、車載バッテリの充電に要する時間は、バッテリの充電状態、劣化度合いによ
って大きく異なることが知られている。例えば、経年劣化によれば、１０年で容量が７０
％程度となってしまうため、充電に要する時間が大きく変動することとなる。また、バッ
テリの実容量（残容量）が大きければ、充電時間が比較的短くなり、バッテリの実容量（
残容量）が小さければ、充電時間が比較的長くなる。
　そこで、本実施形態においては、当該登録ユーザにおける充電対象の車両の過去の充電
スタンド利用時の充電状況を統計的に処理して得られる利用統計データを格納した利用デ
ータベースを参照して車種による判断を補正することとしている。例えば、上述した経年
劣化を考慮する場合には、バッテリ容量の移動平均値を用いて充電に要する時間を補正す
ることとなる。
【００５８】
　また、充電対象の車両すなわち、ユーザによっては、バッテリ充電を行う状況（バッテ
リの充電状態、曜日、時間帯、季節、天気）などにある程度傾向がみられ、その時々の実
際の充電時間と、予測充電時間との差である予測誤差の傾向が見いだされるので、利用統
計データを利用して予測充電時間をより正確に算出することが可能となる。
　具体的には、当該登録ユーザの当該時期（時間帯、曜日、季節、天気）における予測バ
ッテリ残量を求め、当該登録ユーザの車種により指定される充電方法（充電電流、充電電
圧などの設定に基づく充電パターン〉で充電した場合の充電予測時間を算出する。
【００５９】
　まず、時間帯について説明すると、通常利用する時間帯に要する充電時問と、通常利用
しない時間帯に要する充電時間とは、異なる傾向がある。
　これは、通常利用する時間帯は、余裕を持って充電を行っていると考えることができ、
その電池残量もほぼ同様の傾向を示すと考えられるからである。
【００６０】
　同様に曜日についても、ある程度傾向が見られるので、例えば、土日などの渋滞が発生
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する可能性が高い曜日においては、消費電力量が増加し、予測充電時間が長くなるとして
、例えば、５％増しとする。
　また、時間帯については、夜間になればヘッドライトを含むライトを点灯させ、あるい
は、渋滞時間帯などでは、消費電力量が増加し、予測充電時間が長くなるとして、例えば
、５％増しとする。
　また、季節については、電気車両の場合、エアコン（クーラー、ヒーター）等を利用す
る季節においては、通常よりも電力の消費が大きくなるため、充電頻度は高くなっている
にも関わらず、充電時の電池残量もエアコンなどを利用しない場合と比較して電池残量が
少なくなっている等の傾向を示す可能性が高く、これらの傾向を反映して充電時間を予測
する必要があるからである。より詳細には、冬期はヒーターを使用しているので電池残量
が少なくなり、予測充電時間が長くなるとして、例えば、２０％増しとし、夏季はクーラ
ーを使用しているので池残量が少なくなり、予測充電時間が長くなるとして、例えば、１
０％増しとする。
【００６１】
　また、天気については、雨などの場合にはワイパーを駆動する必要があるので、予測充
電時間が長くなるとして、例えば、５％増しとする。
　したがって、時間帯、曜日、季節等に基づいて利用統計データを取得しておくことで、
より正確な充電時間を予測することが可能となるのである。
【００６２】
　一方、ステップＳ７５の判別において、ユーザ登録がなされていない場合、例えば、新
規のユーザには（ステップＳ７５：Ｎｏ）、車種充電情報データベース３７Ｂを参照して
車種・仕様、充電スタンドの所在地、設置されている充電器の種類などに基づく充電時間
算出（充電時間推定）を行う（ステップＳ７７）。
　具体的には、車種・仕様に基づいて対象となる車両に搭載されているバッテリの個数、
容量、種類が定まるとともに、使用年数等の推定が可能であるので、当該バッテリの標準
的な充電時間を算出する。そして、充電スタンドの所在地および設置されている充電器の
種類に基づいて算出した充電時間を補正する。
【００６３】
　すなわち、バッテリの個数、容量、種類に基づいて、標準充電時間を車種充電情報デー
タベース３７Ｂを参照して求め、推定した使用年数に基づいた劣化を考慮し、さらに充電
スタンドの所在地および設置されている充電器の種類に基づいて予測される充電時間を算
出することとなる。
　この場合において、車種・仕様のみしか分からない場合等には、予め記憶していた車種
から定まる標準充電時間を用いて、充電時間の算出に代える。
　続いて充電スタンド管理サーバ２４－１は、ステップＳ７７において算出した充電時間
を時間帯別の平均充電時間を考慮して補正して、より正確な充電予測時間を算出し（ステ
ップＳ７８）、処理をステップＳ６５に移行する。
【００６４】
　充電スタンド管理サーバ２４－１は、全予約について処埋が終了したか否かを判別する
（ステップＳ６５）。
　ステップＳ６５の判別において、全予約について処理が終了していない場合には（ステ
ップＳ６５；Ｎｏ）、充電スタンド管理サーバ２４－１は、処理を再びステップＳ６３に
移行して以下同様の処理を行い、充電時間が指定されていない全ての予約について予測充
電時間の算出処理（ステップＳ６４）を行うこととなる。
【００６５】
　ステップＳ６２の判別において予約がない場合（ステップＳ６２；Ｎｏ）、あるいはス
テップＳ６５の判別において全予約について予測充電時間算出処理が終了した場合には（
ステップＳ６５；Ｙｅｓ）、充電スタンド管理サーバ２４－１は、取得した予約対象の充
電スタンド１４－１Ａ～１４－１Ｃの充電スタンドスケジュールに基づいて、予約希望日
時として指定された予約希望日に、充電順番待ちを行っている待ちユーザがいるか否かを
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判別する（ステップＳ６６）。なお、実際には、予約希望日が当日である場合にだけ、充
電順番待ちを行っているユーザが存在するはずであるので、予約希望日が当日以外の場合
には、充電順番待ちを行っているユーザは存在せず、常にステップＳ６６の判別は、「Ｎ
ｏ」となる。
【００６６】
　ステップＳ６５の判別において、充電順番待ちユーザがいる場合には（ステップＳ６６
；Ｙｅｓ）、当該充電順番待ちユーザが所望の充電時間を指定しているか否かを判別する
（ステップＳ６７）。
　ステップＳ６７の判別において、充電順番待ちユーザが所望の充電時間を指定している
場合には（ステップＳ６７；Ｙｅｓ）、処理をステップＳ６９に移行する。
　ステップＳ６７の判別において、充電順番待ちユーザが所望の充電時間を指定していな
い場合には（ステップＳ６７；Ｎｏ）、当該充電順番待ちユーザについて予測充電時間を
算出する予測充電時間算出処理を行う（ステップＳ６８）。
【００６７】
　続いて充電スタンド管理サーバ２４－１は、全ての充電順番待ちユーザについて処理が
終了したか否かを判別する（ステップＳ６９）。
　ステップＳ６９の判別において、全ての充電順番待ちユーザについて処理が終了してい
ない場合には（ステップＳ６９；Ｎｏ）、充電スタンド管理サーバ２４－１は、処埋を再
びステップＳ６７に移行して以下同様の処理を行い、充電順番待ちユーザにより所望の充
電時間が指定されていない全ての充電順番待ちユーザについて予測充電時間の算出処理（
ステップＳ６８）を行うこととなる。
　ステップＳ６６の判別において充電順番待ちユーザがいない場合（ステップＳ６６；Ｎ
ｏ）、あるいはステップＳ６９の判別において全充電順番待ちユーザについて予測充電時
間算出処理が終了した場合には（ステップＳ６９；Ｙｅｓ），充電スタンド管埋サーバ２
４－１は、後述する受付結果を通知するための予約受付処理を行う（ステップＳ７０）。
【００６８】
　これにより予約申込内容が確定し、充電スタンド管理サーバ２４－１は、予約スケジュ
ールを記憶しておくスタンド情報データベースにおける予約対象の充電スタンド１４－１
Ａ～１４－１Ｃの充電スタンドスケジュールを更新して（ステップＳ７１）、予約処理（
ステップＳ５５）を終了する。
【００６９】
　続いて、充電スタンド管理サーバ２４－１は、充電配車管理サーバ２３に対して予約を
受け付けた旨及び充電スタンド予約情報を通知する受付結果通知処理を行う（ステップＳ
５６）。
　これにより充電配車管理サーバ２３は、受付結果通知に基づいて、受付結果画面表示を
行い（ステップＳ５７）、取得した充電スタンド予約情報を充電配車スケジュールとして
組み込むこととなる（ステップＳ５８）。
【００７０】
　図２２は、充電配車スケジュールの作成例の説明図である。
　図２２においては、第１の乗務員ＤＲ１および第２の乗務員ＤＲ２の運行スケジュール
（乗務配車スケジュール）を示している。
　乗務員ＤＲ１の運行スケジュールにおいては、第１の乗務時間帯Ｗ１１の後に、休憩時
間帯Ｒ１１を挟んで第２の乗務時間帯Ｗ１２が配されている。さらに第２の乗務時間帯Ｗ
１２の後に、休憩時間帯Ｒ１２を挟んで第３の乗務時間帯Ｗ１３が配されている。
　そして、現時点では、第１の乗務時間帯Ｗ１１中に乗務配車予定Ｄ１１、Ｄ１２、…が
組み込まれている。ここで、乗務配車予定とは、顧客からの配車依頼の電話による配車の
予定等の突発的な配車予定や、介護施設への送り迎えなどの定期的に組み込まれた配車予
定などが含まれる。
　さらに休憩時間帯Ｒ１１には、第１の充電配車スケジュールＣ１１が組み込まれ、休憩
時間帯Ｒ１２には、第２の充電配車スケジュールＣ１２が組み込まれている。
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【００７１】
　乗務員ＤＲ１の運行スケジュールにおいては、第１の乗務時間帯Ｗ１１の後に、休憩Ｒ
１１を挟んで第２の乗務時間帯Ｗ１２が配されている。さらに第２の乗務時間帯Ｗ１２の
後に、休憩Ｒ１２を挟んで第３の乗務時間帯Ｗ１３が配されている。
　そして、現時点では、第１の乗務時間帯Ｗ１１中に配車予定Ｄ１１、Ｄ１２、…が組み
込まれている。
　さらに休憩時間帯Ｒ１１には、第１の充電配車スケジュールＣ１１が組み込まれ、休憩
時間帯Ｒ１２には、第２の充電配車スケジュールＣ１２が組み込まれている。
【００７２】
　同様に、乗務員ＤＲ２の運行スケジュールにおいては、第１の乗務時間帯Ｗ２１の後に
、休憩Ｒ２１を挟んで第２の乗務時間帯Ｗ２２が配されている。さらに第２の乗務時間帯
Ｗ２２の後に、休憩Ｒ２２を挟んで第３の乗務時間帯Ｗ２３が配されている。
　そして、現時点では、第１の乗務時間帯Ｗ２１中に乗務配車予定Ｄ２１、Ｄ２２、…が
組み込まれ、休憩時間帯Ｒ２１には、第１の充電配車スケジュールＣ２１が組み込まれ、
休憩時間帯Ｒ２２には、第２の充電配車スケジュールＣ２２が組み込まれている。
　これらの場合において、充電配車スケジュールＣ１１、Ｃ１２を乗務員ＤＲ１の休憩Ｒ
１１、Ｒ１２に相当する時間帯に組み込むようにし、充電配車スケジュールＣ２１、Ｃ２
２を乗務員ＤＲ２の休憩Ｒ２１、Ｒ２２に相当する時間帯に組み込むようにしているのは
、車両の運用（運行）効率を向上させるためである。
【００７３】
　続いて、再び図１４の処理に移行し、インターネット１２を介した配車依頼あるいは電
話を受けたオペレータの手入力による配車受付がなされたか否かを判別する（ステップＳ
１２）。
　ステップＳ１２の判別において、配車受付がなされていない場合には（ステップＳ１２
；Ｎｏ）、待機状態となる。
　ステップＳ１２の判別において、配車受付がなされた場合には（ステップＳ１２；Ｙｅ
ｓ）、現時点における乗務予定及び充電予定に基づいて必要に応じて充電配車スケジュー
ルを更新し、充電配車スケジュールを当該配車受付に対応する配車予定に影響のない時間
帯に変更する（ステップＳ１３）。
【００７４】
　図２３は、充電配車スケジュール更新処理の処理フローチャートである。
　ここで、充電配車スケジュールの変更処理をより具体的に説明する。
　まず、充電配車管理サーバ２３は、既に充電スタンド管理サーバ２４－１、２４－２に
対して予約を入れてある充電予約のうち、当該業務車両以外の他の業務車両に対応する充
電予約であって、当該車両に対する充電予約に対応車両を変更可能な他の充電予約がある
か否かを判別する（ステップＳ８１）。
　ステップＳ８１の判別において、変更可能な他の充電予約がない場合には（ステップＳ
８１；Ｎｏ）、充電スタンド管理サーバ２４－１、２４－２に対して新規に充電予約処理
を行う（ステップＳ８２）。
【００７５】
　ステップＳ８１の判別において、既に充電スタンド管理サーバに対して予約を入れてあ
る充電予約のうち、当該車両以外の他の車両に対応する充電予約であって、当該車両に対
する充電予約に対応車両を変更可能な他の充電予約がある場合には、充電予約の変更処理
（対応車両の変更、あるいは対応乗務員の認証手続きの変更など）を行うとともに、自己
で管理している乗務スケジュール及び充電配車スケジュールの変更処理を行う（ステップ
Ｓ８３）。
　続いて、充電配車管理サーバ２３は、バッテリ残量低下や遠距離の乗務配車予定などに
より充電配車スケジュールの変更が必要か否かを判別する（ステップＳ１４）。
　ステップＳ１４の判別により充電配車スケジュールの変更が必要ない場合には（ステッ
プＳ１４；Ｎｏ）、処理を再びステップＳ１２に移行し、以下、同様の処理を行う。
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【００７６】
　図２４は、充電配車スケジュールの変更処理の説明図である。
　ここで、充電配車スケジュールの変更処理についてより具体的に説明する。
　この場合において、初期状態においては、図２３の上段に示すように、休憩時間帯Ｒ１
１には、第１の充電配車スケジュールＣ１１が組み込まれ、休憩時間帯Ｒ１２には、第２
の充電配車スケジュールＣ１２が組み込まれているものとする。
　ここで、第２の乗務員ＤＲ２の運行スケジュールの第１の乗務時間帯Ｗ２１の時刻ｔ１
において、充電が必要と判断される状況となった場合には、充電配車管理サーバ２３は、
既に充電スタンド管理サーバ２４－１に対して予約を入れてある充電予約のうち、当該車
両（一の車両）以外の他の車両に対応する充電予約であって、当該車両に対する充電予約
に対応車両を変更可能な他の充電予約があるか否かを判別する（ステップＳ８１）ことと
なる。
【００７７】
　この場合には、当該車両以外の他の車両に対応する充電予約であって、当該車両に対す
る充電予約に対応車両を変更可能な他の充電予約として乗務員ＤＲ１の乗務する車両の充
電配車スケジュールＣ１１（時刻ｔ２）が存在している。そして、乗務員ＤＲ１の乗務す
る車両のバッテリの残容量は、多少充電配車スケジュールを変更しても問題がない容量と
なっているものとする。
　したがって、充電配車管理サーバ２３は、充電配車スケジュールＣ１１を第２の乗務員
ＤＲ２の運行スケジュールのうち休憩時間帯Ｒ２１に変更する。
【００７８】
　これにより、第１の乗務員ＤＲ１の休憩時間帯Ｒ１１を第２の乗務員ＤＲ２の運行スケ
ジュールにおける充電配車スケジュールＣ２１に対応する時間帯に変更し、時刻ｔ３にお
ける充電配車スケジュールＣ２１を第１の乗務員ＤＲ１の運行スケジュールのうち休憩時
間帯Ｒ１１を休憩時間帯Ｒ１１’に変更する。
　この結果、時刻ｔ４における元の充電配車スケジュールＣ１２についても、充電の必要
がなくなった場合には、当該充電配車スケジュールＣ１２をキャンセルし、その旨を充電
スタンド管理サーバ２４－１に通知することとなる。
【００７９】
　以上の説明のように、既に充電スタンド管理サーバ２４－１に対して予約を入れてある
充電予約のうち、当該車両以外の他の車両に対応する充電予約であって、当該車両に対す
る充電予約に対応車両を変更可能な他の充電予約がある場合には、それらを相互に変更す
ることにより、新たに充電予約を行うことなく、充電配車スケジュールを融通し合って、
効率的な充電が行えることとなる。
　この場合においては、充電予約を行った車両と実際に充電を行う車両とは異なることと
なるため、充電スタンド１４－１Ａ～１４－Ｃにおいて、実際に充電を行う場合の認証が
問題なく行えるように、各業務車両ＭＶを特定する情報を統一しておく必要がある。
【００８０】
　図２５は、充電配車スケジュールの変更処理［新規予約］の説明図である。
　この場合において、初期状態においては、図２３の上段に示すように、乗務員ＤＲ１の
休憩時間帯Ｒ１２には、充電配車スケジュールＣ１１が組み込まれているものとする。
　ここで、乗務員ＤＲ１の運行スケジュールにおいて、第１の乗務時間帯Ｗ１１において
、充電が必要と判断される状況となった場合には、充電配車管理サーバ２３は、既に充電
スタンド管理サーバ２４－１に対して予約を入れてある充電予約のうち、当該車両以外の
他の車両に対応する充電予約であって、当該車両に対する充電予約に対応車両を変更可能
な他の充電予約があるか否かを判別する（ステップＳ８１）こととなるが、この場合には
、当該車両以外の他の車両に対応する充電予約が存在しないので、充電配車管理サーバ２
３は、新たに時刻ｔ１２に充電予約を行うとともに、当該時刻ｔ１２に設定されていた休
憩時間帯Ｒ１１を休憩時間帯Ｒ１３に変更し、当該休憩時間帯Ｒ１３新たな充電配車スケ
ジュールＣ１３が含まれるようにする。
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【００８１】
　この結果、時刻ｔ１３に設定されていた元の充電配車スケジュールＣ１１についてはキ
ャンセルし、その旨を充電スタンド管理サーバ２４－１に通知することとなる。
　以上の説明のように、既に充電スタンド管理サーバ２４－１に対して予約を入れてある
充電予約のうち、当該車両以外の他の車両に対応する充電予約であって、当該車両に対す
る充電予約に対応車両を変更可能な他の充電予約がない場合には、新規に充電予約を行い
、既に存在する充電予約については、キャンセルすることにより、車両の運行に影響を与
えることなく充電が行えることとなる。
【００８２】
　以上の説明のように、本実施形態によれば、複数の車両の運行管理を行う場合であって
も、運行管理への影響を低減して、充電配車スケジュールを管理することができる。
　したがって、待ち時間の少ない充電を行うことができるとともに、充電期間中あるいは
充電切れによる営業機会損失を低減することができる。
　また、電気車両（電気自動車）ではなく、プラグインハイブリッド車両に適用する場合
には、ガソリンよりも安価な電力で走行できる機会を増加させることが可能となり、運行
コストを低減することが可能となる。
　以上の説明においては、充電配車管理サーバ２３と、運行管理端末１３とは、別体に設
けていたが、充電配車管理サーバ２３に運行管理機能を搭載するように構成することも可
能である。
　以上の説明においては、運行管理端末１３は、直接インターネット１２に接続されてい
なかったが、タクシーの配車申込をインターネット１２を介してユーザが直接行えるよう
に構成することも可能である。
　以上の説明においては、タクシー業者において、運行管理下にある業務用車両の充電配
車スケジュールの管理について説明したが、同様にレンタカー業者、カーシェアリング業
者、バス業者、トラックなどの車両を用いた運送業者についても、運行管理下にある業務
用車両の充電配車スケジュールの管理を行うように構成することも可能である。
　また、タクシー業者、レンタカー業者に適用する場合においては、予め観光モデルコー
スを提供することにより、タクシーを利用しているユーザあるいは車両をレンタルしたユ
ーザが車両を降りて観光している時間帯に充電配車スケジュールを設定することにより、
これらのユーザに充電に要する時間をあまり意識させないように構成することも可能であ
る。
【符号の説明】
【００８３】
　１０　充電配車スケジュール管理システム
　１１　充電配車管理システム
　１２　インターネット（通信ネットワーク）
　１３　運行管理端末
　１４－１、１４－２　充電スタンド管理システム
　１５－１Ａ～１５－１Ｃ　充電スタンド
　１５－２Ａ～１５－２Ｃ　充電スタンド
　２１　無線通信装置
　２２　車載機器
　２３　充電配車管理サーバ
　２４－１、２４－２　充電スタンド管理サーバ
　４１　ＭＰＵ（制御装置）
　ＡＲ　業務エリア
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